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随 意 契 約 理 由 書 

 
１． 件名 西回り道推進室用建物解体 

 
２． 履行場所 阿久根市赤瀬川１０１８ 

 
３． 随意契約の相手方 大和リース(株)鹿児島支店 支店長 内門 康広 

 
４． 随意契約適用法令 会計法第２９条の３第４項及び 

予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 

 
 
５． 当該工事（業務）の目的・内容及び随意契約に付する理由 
１） 当該工事（業務）の目的 

     本業務は、令和３年４月３０日まで賃貸借していた建物の解体を行 

うものである。 

 
２） 工事（業務）の内容 

     本業務は、平成１９年４月２日付けで契約締結した「西回り道推進

室用建物賃貸借(19)」の契約終了に伴う、解体作業である。 

 
３） 随意契約に付する理由 

    上記相手方は本建物を所有する賃貸借元であり、契約当初の覚え書き

において、解体については別途協議をすることになっており、本解体を

行える唯一の業者である。 
    以上のことから会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１

０２条の４第３号により上記相手方と随意契約を行うものである。 

 
 
 
 
 

（随意契約理由書作成者） 
       総務課長 
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